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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　マイクロ電子加工品を加工するためのシステムであって、上記システムは、加工品を収
容する加工チェンバと、環境空気と上記加工チェンバとを流通可能に連結する流体通路と
を備え、上記システムは、増幅された環境空気の流れが上記流体通路を介して上記チェン
バに導入される第１状態を含み、上記増幅された環境空気の流れは、上記加工チェンバに
対して上流の開口部を介して上記流体通路に流れ込む加圧流体の流れによって少なくとも
部分的に生成され、上記システムは、上記加工チェンバと、上記流体通路の少なくとも一
部とが環境空気から隔離され、環境空気に対して低い酸素含有量を有する非環境ガスが、
上記流体通路を介して上記加工チェンバに流し込まれる第２状態を含む、システム。
【請求項２】
　上記流体通路に連結される空気増幅器をさらに備え、上記空気増幅器は、増幅された環
境空気の流れを上記空気増幅器に引き込むために効果的に加圧ガスの流れを上記空気増幅
器に導入させる第１導入口と、第２導入口と、上記増幅された空気を上記加工チェンバへ
流す排出口とを有している、請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
　マイクロ電子加工品を処理する方法であって、
ａ）加工チェンバの中に上記加工品を配置する工程と、
ｂ）純化された環境空気の流れを生成するために、開口部を通過する加圧ガスの流れを用
いる工程と、
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ｃ）上記純化された環境空気の流れを上記加工チェンバに導入する工程と、
ｄ）上記純化された環境空気を上記加工チェンバへ導入する期間の少なくとも一部の期間
において、上記加工品を処理する工程とを含む、方法。
【請求項４】
　マイクロ電子加工品を処理するためのシステムであって、
ａ）外周部を有する加工品を収容する加工チェンバと、
ｂ）上記加工品と重なり、外周部を有し、少なくとも１つの処理流体を上記加工チェンバ
へ導入させる少なくとも１つの導入口を備える可動カバーと、
ｃ）上記加工品の外周部に近接する導入口を有する排出ダクトの少なくとも一部を規定す
る可動境界部であって、上記カバーと上記可動境界部との間にギャップが存在するように
、上記加工品の処理の少なくとも一部が行われている間、上記カバーの外周部に近接する
が、分離している内周部を有する可動境界部と、
ｄ）上記処理の少なくとも一部が行われている間、環境空気から上記チェンバを隔離する
ために、上記ギャップをシールする流動ガスのカーテンと、
ｅ）上記ギャップにガスの上記カーテンを分配するために流体通路を備えるプレナムとを
備える、システム。
【請求項５】
　流動ガスの上記カーテンは、流動ガスからなる環状のリングである、請求項４に記載の
システム。
【請求項６】
　マイクロ電子加工品を処理するための方法であって、
　ａ）加工チェンバの中に上記加工品を配置し、
　ｂ）外周部を有し、少なくとも１つの処理流体を上記加工チェンバへ導入させる少なく
とも１つの導入口を備えた可動カバーを上記加工品に重ね、
　ｃ）上記加工品の外周部に近接する導入口を有する排出ダクトの少なくとも一部を可動
境界部を用いて規定し、上記可動境界部は、上記カバーとの間にギャップが存在するよう
に、上記加工品の処理の少なくとも一部が行われている間、上記カバーの上記外周部に近
接するが分離している内周部を有しており、
　ｄ）上記処理の少なくとも一部が行われている間、流動ガスのカーテンを用いて上記ギ
ャップをシールすることにより、環境空気から上記チェンバを隔離し、
　ｅ）上記ギャップに流動ガスの上記カーテンを分配するために流体通路を備えるプレナ
ムを含む、方法。
【発明の詳細な説明】
【優先権】
【０００１】
　仮出願ではない本特許出願は、２００８年５月９日出願の米国仮特許出願（出願番号：
６１／１２７，１２９、発明者：Ｌａｕｅｒｈａａｓ　ｅｔ　ａｌ．、タイトル：操作に
おいて開モードと閉モードの切り替えを簡単に行う加工チェンバ設計を用いてマイクロ電
子加工品を加工するための道具および方法）に基づく権利を主張するものである。上記仮
特許出願の全内容は、参照により、本明細書に含まれる。
【技術分野】
【０００２】
　本発明は、液体および／またはガスを含む１つ以上の処理流体を用いてマイクロ電子基
板を加工するために用いられる道具に関する。より具体的には、本発明は、処理チェンバ
を周囲環境と接続させるための増幅供給方法を用いて、必要に応じ、処理チェンバを周囲
環境から隔離したり、周囲環境と接続させたりすることのできる改良型加工チェンバ設計
を有するような道具に関する。
【背景技術】
【０００３】
　マイクロ電子産業は、マイクロ電子装置を作成するための多様な加工に基づいている。
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これら加工の中には、所望の方法に基づいて異なる種類の処理流体を加工品に接触させる
一連の処理を含むものも多数ある。これらの流体としては、液体、ガス、またはそれらの
混合が挙げられる。上記処理の中には、固体が液体中に懸濁されたり溶解されている構成
や、または固体がガス中に混入されている構成であってもよいものもある。
【０００４】
　マイクロ電子加工品を加工するための革新的な道具が、以下の特許出願に記載されてい
る。すなわち、本願譲受人の同時係属米国特許出願であり、現在は米国特許公報（番号：
ＵＳ-２００７／００２２９４８-Ａ１）として公開されている特許出願（以下、同時係属
出願１と称する）；本願譲受人の同時係属米国特許出願であり、２００６年３月１５日に
Ｃｏｌｌｉｎｓ　ｅｔ　ａｌ．名義で出願され、出願番号が１１／３７６，９９６であり
、タイトルが「１つ以上の処理流体を用いてマイクロ電子加工品を加工するために用いら
れる道具における使用を目的とするバリア構造およびノズル装置」であり、代理人整理番
号がＦＳＩ０１６６ＵＳであり、公開番号がＵＳ-２００７-０２４５９５４-Ａ１であり
、ＰＣＴ公開出願ＷＯ２００６／１０７５５０の対応となる特許出願（以下、同時係属出
願番号２と称する）；本願譲受人の同時係属米国特許出願であり、出願番号が１１／８２
０，７０９であり、２００７年６月２０日にＣｏｌｌｉｎｓ　ｅｔ　ａｌ．名義で出願さ
れ、タイトルが「１つ以上の処理流体を用いてマイクロ電子加工品を加工するために用い
られる道具における使用を目的とするバリア構造およびノズル装置」であり、代理人整理
番号がＦＳＩ０２０２／ＵＳであり、公開番号がＵＳ-２００８-０００８８３４-Ａ１で
ある特許出願（以下、同時係属出願番号３と称する）；本願譲受人の同時係属米国特許仮
出願であり、出願番号が６０／９６３，８４０であり、Ｄｅｋｒａｋｅｒ　ｅｔ　ａｌ．
によって２００７年８月７日に出願され、タイトルが「１つ以上の処理流体を用いてマイ
クロ電子加工品を加工するために用いられる道具におけるバリアプレートおよびベンチュ
リ抑制システムのための洗浄方法」であり、代理人整理番号がＦＳＩ０２１５／Ｐ１であ
る特許出願である。これらの同時係属米国特許出願およびこれらの公報の全内容は、参照
により、事実上本明細書に含まれている。
【０００５】
　同時係属米国特許出願番号１における「加工部１１」等の加工部は、１つ以上のダクト
通路が適宜開閉される入れ子ダクト構成を備えている点をその特徴点とする。例えば、上
記構造が相対的に個別の動きをすると、ダクト通路は開き、上記構造間で拡張される。上
記構造が相対的に同じ動きをすると、上記構造間のダクトは詰まり、サイズが縮小する。
好ましい実施形態では、複数のダクトは、どのように可動ダクト構造が位置するかに応じ
て同じ空間体積中に存在し得る。したがって、複数のダクトは、単一ダクトのみが占める
体積と比較して大きいが必要最小限の大きさである体積を占め得る。ダクト構造の入れ子
特性のため、ダクトシステムは非常に小型である。ダクトは、リサイクル、廃棄、その他
の処理のため、液体および／またはガスを含む様々な処理流体を捕捉するために用いられ
る。二次汚染を最小化するために、かつ／または、異なる流体を捕捉するための特別な方
法を用いるために、処理流体をそれぞれ独立したダクトに回収するという構成にしてもよ
い。
【０００６】
　これらの同時係属米国特許出願はまた、革新的なスプレイノズル／バリア構造について
記載している。この構造は、スプレイ、センターディスペンス、およびシャワーヘッド等
、複数の方法で処理物質を分配する能力を有する。バリア構造は、下方の加工品の上に重
なる。バリア構造の下側表面は、好ましくは、テーパ型流路を加工品の上に画定するよう
に形成される。この構成は多数の利点を有する。テーパ型流路は、再循環領域を最小化さ
せつつ、加工品の中央から放射状流を外側へ押し出す効果を奏する。テーパはまた、加工
品の外側先端に接近する流体をスムーズに収束させ、流速を上昇させる効果を奏する。こ
れにより、液体がはねる現象を低減する効果が得られる。本願譲受人の同時係属出願３に
教示されているように、下側表面に角度をつければ、吸引等によって液体を集めて除去す
ることができる外周部に向けて、下側表面における液体を排出することを促進することが
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できる。テーパ型構造はまた、粒子が加工品へ再循環することを低減する効果を奏する。
上記構造はまた、よりよい状態で液体を含むことを可能にし、これによって化学的再生効
率を促進する効果を奏する。
【０００７】
　これらの利点があるにも関わらず、さらなる改良が依然として望まれている。特に、環
境的に隔離された加工チェンバにおいて処理を行うために、本願譲受人の同時係属出願１
～４に記載されている道具を用いることが望ましい。これは、制御下にある大気が必要で
あるときはいつでも所望される構成である。調査対象の制御下大気は、酸素含有量が低い
、または実質的に酸素含有量がゼロの大気である。酸素を減少させたり、実質的に無酸素
の状態にすると、酸化しやすい加工中マイクロ電子加工品における物質の腐食を防ぐ効果
を奏する。これらの道具のこれらの実施形態では、シャワーヘッド型吸気部材の周りのシ
ャッターを用いて、環境空気が加工チェンバへ吸引されるのを遮断している。しかしなが
ら、シャッターを閉鎖しても、所望以上の環境空気が加工チェンバに流入する可能性が依
然ある。さらに、これらの道具は、バリアプレートと、環境バッフル部材との間に環状ギ
ャップを有する。環境空気はまた、このギャップを介して加工チェンバに流入し得る。
【０００８】
　１つのオプション構成によると、上記部材を直接物理的に接触させて所望の密封状態（
seal）を形成し、これによりギャップを閉じるように設計してこのようなギャップを無く
すことが可能である。しかしながら、動く部材をこのように接触させる構成は、少なくと
も２つの理由で望ましくない。第１に、ギャップ全体の周囲環境に良好な密封状態を形成
するために必要な種類の力によって、汚染粒子が発生しがちである。第２に、ステッパモ
ータを用いることが望まれる場合が多い。ステッパモータを用いると、コントローラがモ
ータステップをトレースし、これによっていつでもで上記部材の位置をトレースできるよ
うに部材の動きを制御できる。しかしながら、ギャップ全体の周りに良好な密封状態を施
すために必要な種類の力は、コントローラがモータステップのカウントを失う原因になり
得る。部材の動きを把握し、制御する能力は、ステッパモータカウントが失われると損な
われる。ステッパモータを用いて上記のシャッターが配置される場合、同様の懸念が浮上
する。
【０００９】
　明確に述べると、周囲から隔離された状態で処理を行える能力が極めて望ましい。しか
し、周囲環境から略完全に隔離されている状態での作動しかできない処理チェンバを用い
ることは必ずしも常に望ましいわけではない。作成方法の中には、操作において閉モード
（すなわち環境空気の源から隔離されている操作モード）と開モード（すなわち環境空気
の源と連結している操作モード）の両方を有する一連の処理を含むものが多数ある。もち
ろん、作成設備は閉モードまたは開モードのいずれかで作動する個別かつ専用の道具を装
備し得る。しかし、このような道具は極めて高価であり、大きな投資の典型である。道具
を複数揃えると、貴重な設備空間の大部分をその分占めるようになる。
【００１０】
　したがって、必要に応じて開モードと閉モードの切替が容易に行える能力を有しており
、閉モード操作または開モード操作のいずれかにて効果的に作動可能な道具が望まれてい
る。
【発明の概要】
【００１１】
　本発明は、閉モード操作または開モード操作のいずれかにて作動可能な道具についての
道具設計およびその使用についての方策を提供する。上記道具は必要に応じて開モードと
閉モードとが容易に切替可能なように構成されている。１つの一般的な態様によれば、周
囲環境に制御される通路により、周囲環境が１つ以上の加工チェンバに接続される。加工
チェンバに対して上流の空気部能力によって、実質的な気流が必要に応じて、これらの通
路を介して加工チェンバに流入することが可能となる。または、これらの通路を通過して
周囲環境へと至る排出口を、単純にバルブを調節することなどによってブロックすること
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で、流体通路を容易に閉鎖する。もう一方の流れとしての非環境ガスの流れが、環境空気
吸入に用いられる通路と少なくとも部分的に共通する通路を介して、加工チェンバに導入
され得る。これにより、制御下の大気下、および／または、環境空気の存在下で、加工を
行うことが可能となる。
【００１２】
　他の構成では、可動部材の間のギャップは、シーリングを行うための直接の物理的接触
のみに依存するのではなく、少なくとも流動ガスカーテンを用いてシールされる。これに
よって粒子の生成が最小限に抑えられ、使用されるステッパモータが必要に応じて、上記
可動部材の動きの制御を、信頼性があり制御可能なように、また、ステッパモータカウン
トが損なわれるリスクも抑制しながら、行うことが可能になる。例えば、本願譲受人の同
時係属出願１～４に記載の道具において、バッフルプレートとバリアプレートとの間の環
状ギャップを封止状態にするためにこの構成が用いられ得る。バッフルプレートとバリア
プレートとの間のギャップを封止状態にするためのこの構成の応用例を以下に詳細に説明
する。
【００１３】
　１つの態様では、本発明は、マイクロ電子加工品を加工するためのシステムに関する。
当該システムは、上記加工品を収容する加工チェンバと、流体通路を備え、上記流体通路
は環境空気と上記加工チェンバとを連結するシステムであって、上記システムは、環境空
気の増幅された流れが流体通路を介してチェンバに供給される第１状態を有し、上記環境
空気の増幅された流れは、少なくとも部分的に、加工チェンバから開口上流を介して流体
通路に流れ込む加圧流体の流れによって生成され、また、上記システムは、流体通路の少
なくとも一部と加工チェンバとが環境空気から隔離され、環境空気よりも低い酸素含有量
を有する非環境ガスが流体通路を介して加工チェンバに供給される第２状態を有する。
【００１４】
　他の態様では、本発明は、マイクロ電子加工品を加工するためのシステムに関する。当
該システムは、上記加工品を収容する加工チェンバと、
　環境空気を上記加工チェンバに流通可能なように連結する流体通路とを備え、上記流体
通路は、
　上記流体通路内に配置されるベンチュリであって、該ベンチュリを通過するガスの流れ
が上記加工チェンバの境界部の少なくとも一部を形成するように配置されるベンチュリと
、
　上記流体通路内であって上記ベンチュリに対して上流に配置され、加圧ガス源に流通可
能な様に連結される、上記流体通路への吸気口であって、上記吸気口の開口部分と、上記
環境空気よりも十分高い圧力をかけられた加圧ガスとにより、上記開口部分を通過し上記
流体通路に流れ込む上記加圧ガスの流れが、上記ベンチュリを介して上記加工チェンバへ
流れ込む上記流体通路へ環境空気を引き込んで増幅させるように上記開口部分が構成され
ており、上記流体通路は、上記加工チェンバと、環境空気からの上記流体通路の少なくと
も一部を隔離するために閉じることができるように構成されている吸気口と、
　上記加工チェンバと、上記流体通路の少なくとも一部とが周囲環境から隔離されたとき
、非環境ガスを上記流体通路の上記ベンチュリを介して上記加工チェンバに導入できるよ
うに、上記加工チェンバに流通可能なように連結される非環境ガスとを含む。
【００１５】
　他の態様では、本発明は、マイクロ電子加工品を処理する方法に関し、上記方法は、
　上記加工品を加工チェンバの中に配置する工程と、
　開口部分を通過する加圧ガスの相対的に遅い流れを用いて、環境空気の増幅された流れ
を生成するために工程と、
　空気の増幅された流れを上記処理チェンバに導入する工程と、
　増幅された空気が上記加工チェンバに導入される期間の少なくとも一部分の間、上記加
工品に対して処理を施す工程とを含む。
【００１６】
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　他の態様では、本発明は、マイクロ電子加工品を加工するためのシステムに関し、当該
システムは、
　上記加工品を収容する加工チェンバであって、上記加工品を環境空気から隔離する境界
部を有し、上記境界部の一部は流動ガスカーテンを含む、加工チェンバと、
　上記加工品と重なり、上記加工チェンバの境界部の少なくとも一部を規定する可動カバ
ーであって、上記加工チェンバ内の上記加工品の処理が行われる間上記カバーが第一位置
にある第１状態と、上記チェンバへの仕込みを可能にする第２位置に上記カバーがある第
２状態とを有し、少なくとも１つの処理流体を上記加工チェンバへ導入させる少なくとも
１つの導入口を任意に備える可動カバーと、
　上記カバーが上記第１状態にあるときに上記カバーに近接するが上記カバーから離れて
いる先端を有し、加工品処理が実施される間に上記カバーと上記少なくとも１つの境界部
との間にギャップが存在するように構成されている少なくとも１つの境界部と、
　上記カバーが上記第１状態にある場合において処理の少なくとも一部が行われている間
、環境空気からの上記加工チェンバの隔離を促進するように、上記ギャップに対する境界
部を形成する流動ガスカーテンとを備える。
【００１７】
　他の態様では、本発明は、マイクロ電子加工品を加工するためのシステムに関し、当該
システムは、
　外周部を有する上記加工品を収容する加工チェンバと、
　上記加工品と重なり、外周部を有する可動カバーであって、少なくとも１つの処理流体
を上記加工チェンバに導入させる少なくとも１つの導入口を有する可動カバーと、
　上記加工品における上記外周部に近接する導入口を有する排出ダクトの少なくとも一部
分を規定する可動境界部であって、上記カバーと上記可動境界部との間にギャップが存在
するように、上記加工品の処理の少なくとも一部を行っている間、上記カバーにおける上
記外周部に近接してはいるが分離している内周部を有する可動境界部と、
　上記処理の少なくとも一部を行っている間、環境空気からの上記チェンバの隔離を促進
するように、上記ギャップを横切る境界部を形成する流動ガスカーテンとを備える。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
　本発明の上記および他の有利な点、およびそれらを達成する方法は、添付の図面を参照
して本発明の実施形態についての以下の説明を読むことによってより明らかとなり、発明
そのものをよりよく理解できるであろう。
【図１】本発明の原理を用いた単一ウェハ加工道具の概略図である。
【図２】図１に示す道具のためのカラーおよびバリアプレートアセンブリの透視図である
。
【図３】図１に示すカラーにおいて用いられる吸入アセンブリおよびいくつかの関連する
配管の上面透視図である。
【図４】図３に示す吸入アセンブリおよびいくつかの関連する配管の底面透視図である。
【図５】図３に示す吸入アセンブリのベース部材の上面透視図である。
【図６】図３に示す吸入アセンブリのベース部材の底面透視図である。
【図７】図３に示す吸入アセンブリの上面図である。
【図８】図７のＡ-Ａ線における吸入アセンブリの断面図である。
【図９】吸入アセンブリの洗浄部材に洗浄流体を供給するために用いられる配管および配
管クランプの透視図である。
【図１０】図９に示すクランプの透視図である。
【図１１】図３の吸入アセンブリに導入される洗浄部材の上面透視図である。
【図１２】図１１に示す洗浄部材の底面透視図である。
【図１３】図１３に示すシャワーヘッドアセンブリの分解透視図である。
【図１４】図１３に示すシャワーヘッドアセンブリの上面透視図である。
【図１５】図１４に示すシャワーヘッドアセンブリのベースの上面図である。
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【図１６】図１に示す道具において用いられる増幅ガス分配システムの上面透視図である
。
【図１７】図１に示す道具において用いられる増幅ガス分配システムの底面透視図である
。
【図１８】図１６に示す増幅ガス分配システムにおいて用いられるマニホールドの透視図
である。
【図１９】上記マニホールドを通過する流体流れ通路を示す、図１８のマニホールドの断
面図である。
【図２０】上記マニホールドを通過する流体流れ通路を示す、図１８のマニホールドの他
の断面図である。
【図２１】図１６に示す増幅ガス分配システムにおいて用いられる空気増幅器の断面図で
ある。
【図２２】バッフル部材に搭載されるリング状ガス生成部材の上面透視図である。
【図２３】図２２に示すアセンブリの一部の断面におけるクローズアップ透視図である。
【図２４】図２２に示すバッフル部材の上面透視図である。
【図２５】図２２に示すリング状部材の底面透視図である。
【図２６】図２２に示すリング状部材の一部のクローズアップ透視図である。
【図２７】シールを形成するためにガスの流れおよび物理的接触の両方を用いて、バリア
プレートおよび隣接するバッフル部材の間のギャップを封止状態にするためのハイブリッ
ド技術を模式的に示す。
【図２８】上記ギャップを封止状態にするため、図２７において用いられるリング状部材
の上面を示す。
【図２９】図２７において用いられるリング状部材の底面透視図である。
【図３０】断面において示される図２７のリング状部材の一部のクローズアップ透視図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下に説明する本発明の実施形態は網羅的なものではなく、または以下の詳細な説明に
記載されている特定の形態に本発明を限定するものでもない。むしろ、これらの実施形態
については、当業者が本発明の原理および実施を把握し、理解できるように選択されて説
明がなされている。本明細書に引用される本願譲受人の同時係属出願（取引指定ＯＲＩＯ
Ｎにおいて、ＦＳＩインターナショナルＩｎｃ．から商業的に入手可能なものについての
実施形態）に記載されている新規であり単一のウェハ加工システムに対して改良を行うと
いう特定の文脈で本発明を説明する一方、本発明の原理は、他のマイクロ電子加工システ
ムに適用可能である。
【００２０】
　本発明の原理は、加工品をそれぞれ、または一括して加工する道具と関連して用いられ
てもよい。図１は、本発明の原則を含む例示的道具１０を概略的に示す。道具１０は、必
要に応じて操作における開モードと閉モードとに容易に切り替わる。操作における「閉モ
ード」は、道具１０の加工チェンバにおける１つ以上の加工品の処理が、道具１０の加工
チェンバの外側の環境大気と、環境に影響される流体通路から隔離された状態である制御
下の環境で行われるモードである。制御下の環境の一種としては、加工を行っている間、
加工品における腐食しやすい物質の腐食を抑制するように、周囲環境よりも酸素含有量が
少ない不活性大気による環境が挙げられる。窒素、アルゴン、二酸化炭素等の不活性ガス
は、このような環境を形成するに適している。他の用途において、酸素量を好ましくは現
実に可能なレベルまで下げた還元ガス中にて処理を行ってもよい。
【００２１】
　操作における「開モード」は、加工チェンバに流れ込む、または加工チェンバ内の環境
空気の存在下に処理が行われることを意味する。本発明の実施において、環境空気の少な
くとも一部および好ましくは大部分は、空気増幅技術を用いて、環境的に制御される通路
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を介して供給される。これらの通路を開閉する単純な動作、および増幅ハードウェアによ
る動作によって、必要に応じて、環境空気がチェンバに導入されたり、チェンバから隔離
されたりする。外部チェンバの境界部そのものの物理的位置は、加工統一性を高めるため
に、開および閉チェンバモードの切替を円滑にする上で変更される必要はない。さらに、
環境空気は、１つ以上のギャップ（後に説明するようなもの）または他の開口部を介して
チェンバに流入させられてもよいが、環境空気がこのような開口部を介してチェンバへ流
れるのを防ぐために、ガスカーテン、物理的閉鎖、物理的バリア、または他の境界部を用
いて所望のようにブロックされてもよい。
【００２２】
　図示では、道具１０は、任意のタイミングにおいて単一の加工品１２が道具１０に収容
されるようなタイプのものであり、液体、ガス、および／または他の加工媒体が加工品１
２に接触させられる１つ以上の処理を施されるものである。例えばマイクロ電子産業にお
いて、道具１０は単一のウェハ加工道具と称され得る。加工品１２は典型的に、半導体ウ
ェハまたは他の加工中マイクロ電子基板を備える。
【００２３】
　図１に模式的に示すように、道具１０は概ね、主要アセンブリとしてベース部１４およ
びバリア／分配部１６を含む。実際の使用において、ベース部１４およびバリア／分配部
１６は、フレームワーク（図示せず）に搭載され、道具１０のハウジング（図示せず）内
に含まれている。この搭載は、ネジ、リベット、接着剤、溶接、クランプ、ブラケット、
これらの組み合わせ等によって、任意の方法で行われ得る。望ましくは、部材１４および
１６、および／またはそれらの部品は、サービス、メンテナンス、アップグレード、およ
び／または置換を容易にするために独立して、また、脱着可能に搭載される。
【００２４】
　ベース部１４およびバリア／分配部１６は、加工中に加工品１２が配置される加工チェ
ンバ１８を規定する。ベース部１４および／またはバリア／分配部１６は、加工品１２が
加工チェンバに取り込まれ、また、加工チェンバ１８から外されるように、１つ以上の特
性または能力を含む。このような特性または能力は例えば、所望の排出口を設けるために
、開閉され得るドア（図示せず）を有してもよい。または、実施に際して好ましい形態に
ついて検討されるように、ベース部１４およびバリア／分配部１６のうちの１つまたは両
方は、この排出口を設けるために互いに対して可動である。都合のよいことに、この相対
的な動きは、ベース部１４の少なくとも一部を周囲のフレームワーク（図示せず）に固定
させつつ、例えばバリア分配部１６を上昇させたり下降させたりすることによって、例示
的実施形態において行われてもよい。本願譲受人の同時係属出願１および２に記載される
ような１つ以上の可動バッフル部材を１つ以上、ベース部１４が含む実施形態では、この
ような排出口を容易に設けられるようにバッフル部材を上昇させたり下降させたりするこ
とができる。
【００２５】
　ベース部１４は概ね、ハウジング２０、チャック２２、モータ２４、バックスライド分
配ヘッド２６、および環状バッフル部材３４、３６、３８を含む。加工チェンバ１８の内
部において、加工品１２はチャック２２によって支持され保持される。チャック２２は静
止していてもよいし、または中央軸の周りで回転可能であってもよい。説明のため、図は
道具１０の実施形態を示す。この実施形態では、加工中に加工品１２が軸の周りで回転で
きるようにチャック２２がモータ２４によって回転可能に駆動される。回転するチャック
２２によって加工品１２が回転されるそれらの実施形態では、回転によって加工品１２の
上で分配処理物質を均一に拡散させることができる。
【００２６】
　チャック２２は、ここで挙げられる従来技術またはこれ以降に開発される技術に基づい
て、様々な異なる方法のいずれかで加工品１２を固定し得る。好ましくは、チャック２２
は、加工品１２とチャック２２との間にギャップ２８が存在するように、加工品１２を安
全に保持する先端つかみ構造（図示せず）を含む。この種の位置決めによって、洗浄水を
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含む処理化学物質が、加工品１２の上面または下面のいずれかにおいて分配される。
【００２７】
　必要に応じて、道具１０は、加工品１２の下面を処理するための分配構造を有してもよ
い。例示的バックスライド分配機構を、概ね円形のバックスライド分配ヘッド２６として
示す。このバックスライド分配ヘッド２６を介して、１つ以上の処理化学物質が、加工品
１２の下面に向かって分配され得る。チャック２２の中央穴３２を通過するシャフト３０
を介して、処理化学物質がバックサイド分配ヘッド２６に供給される。チャック２２が回
転する実施形態では、シャフト３０と中央穴３２との間にギャップが存在するが、これら
の部分はチャック２２が回転するときには接触しない。バックサイド分配ヘッド２６は、
必要に応じて供給または混合されるように分配される処理物質を供給する１つ以上の供給
部（図示せず）に連結されてもよい。
【００２８】
　加工チェンバ１８を囲むハウジング２０は概ね、ベースパン３３と、可動環状バッフル
部材３４、３６、および３８を含む。バッフル部材３４、３６、および３８は、排出ダク
ト４２および４４の少なくとも一部分を規定する可動境界部を形成する。ダクト４２およ
び４４は、リサイクリング、廃棄、または他の処理を行うための様々な処理流体を捕捉す
るために用いられる。二次汚染を最小化するために、かつ／または、異なる流体用の独自
の捕捉プロトコルを用いるために、異なる処理流体が異なる独立ダクトにおいて回収され
得る。ダクト４２および４４のそれぞれは、加工品１２の外周部にそれぞれ近接する導入
口４１および４３を有する。ドック４２および４４のそれぞれは、排出口４４および４６
を有している。これを介して物質が排出される。
【００２９】
　対応するダクト通路を塞ぐ、または開くために、隣接するバッフル部材は互いに向けて
可動である、または、互いから分離可能である。例えば、隣接するバッフル部材が相対的
に分離するとき、ダクト通路はそれらの間で開き、上記構造の間で拡大される。上記構造
が相対的に移動させられるとき、上記構造の間のダクトは塞がれ、サイズが縮小される。
説明すると、頂上バッフル部材３４と中央バッフル部材３６との間の排出ダクト４０が開
いているが、中央バッフル部材３６と底面フェルフル部材３８との間の下方排出ダクト４
２が塞がれる。
【００３０】
　説明すると、道具１０は、３つの可動かつ収容可能なバッフル部材３４、３６、および
３８を含み、これらの部材の間には２つの排出ダクト４２および４４が形成可能である。
しかしながら、本発明の他の実施形態は、これよりも多数の、または少数のバッフル部材
を含んでもよく、これに応じて排出ダクトの数は増加または減少する。
【００３１】
　ベース部１４とバリア／分配部１６との間にはギャップ４８が存在する。周囲または他
のソースからの酸素を加工チェンバ１８から除去する加工品１２の処理等のように道具１
０が操作における閉モードで操作されるとき、酸素がギャップ４８を介して加工チェンバ
１８へ入り込むことができないようにギャップ４８をブロックする、かつ／または、除去
することが望ましい。
【００３２】
　都合のよいことに、本発明の原理によると、チェンバ１８を、その外部の周囲環境から
隔離するために、ギャップ４８にわたって境界部を形成するように、部材５２から排出さ
れる流動ガスカーテン５０を用いることによって十分にギャップ４８を封止状態にするこ
とができる。カーテン５０の形態を有するこの境界部は、チェンバ１８から何らかの理由
で隔離することが望ましい任意の処理の少なくとも一部が行われている間など、任意のタ
イミングで、必要に応じて確立され得る。適切な配管（図示せず）を介して適切なソース
（図示せず）から部材５２に供給される加圧ガス、例えば窒素、二酸化炭素、アルゴン、
これらの組み合わせ等が、カーテン５０を形成するために用いられてもよい。
【００３３】
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　特に好ましい実施形態では、ベース部２０２は、本願譲受人の同時係属出願１および２
に記載され示される「加工部１１」の形態を有する。このような実施形態では、部材５２
は、バッフル部材の上、好ましくは頂上バッフル部材３４の上に配置され、バッフル部材
の内側リムと、隣接するバリアプレート構造の外周部との間のガスの環状カーテン５０を
生成するように配置される。この構造を有する発明の各実施形態を、以下により詳細に説
明する。
【００３４】
　図１に模式的に示されるように、バリア／分配部１６の例示的実施形態は概ね、主にバ
リアプレート５６に搭載されるカラー５４を有する。バリア／分配部１６は本願譲受人の
同時係属出願１から４の「分配アセンブリ５５４」に類似し、このため、「可動部材５２
６」に連結してもよく、これらの同時係属出願に記載され、示され、かつ／または言及さ
れているバリア／分配部と置き換えられてもよい。しかしながら、カラー５４と、それに
関連する環境的に制御される流体通路により、本発明のバリア／分配部１６は、必要に応
じてより環境的に制御され、より容易に環境と連結する、または周囲環境から隔離される
流体通路を含む。カラーは、吸入アセンブリ２００の頂上に搭載されるシャワーヘッド分
配部材３６０を含む。
【００３５】
　バリアプレート５６の好ましい実施形態を、本願譲受人の同時係属出願３の「バリアプ
レート１０２」として説明する。この好ましい実施形態によると、バリアプレート５６は
概ね環状に形成され、下側表面２６２を有する。有利なことに、バリアプレート５６の下
側表面５８は、存在し得る液体を回収し取り除く１つ以上の構成を有する。一つの方法と
して、吸引構成および技術が、本願譲受人の同時係属出願３に記載されているように液体
除去のために用いられてもよい。このため、バリアプレート５６の下側表面５８から液体
を吸引するためにチュービング７０が設けられている。本願譲受人の同時係属出願１およ
び２に係る「可動支持部材５２６」のｚ軸の動きを通じて、下方の加工品１２に対するバ
リアプレート５６の位置を制御することができる。
【００３６】
　好ましくは、加工品１２と、バリアプレート５６の下側表面５８との間にテーパ型流れ
チャンネル６４を形成するために、バリアプレート５６の少なくとも下側表面５８は、加
工品１２の下層平面に相対する中央軸６２から放射状外側方向の下向きに曲げられる。チ
ャンネル６４のテーパ型構成は、再循環ゾーンを最小化しつつ、加工品１２の中央から外
側への放射状流れを促進する効果を奏する。テーパはまた、加工品１２の外側先端に接近
する流体をスムーズに収束させ、その速度を増加させる効果を奏する。これにより、液は
ね効果を低減できる。下側表面５８の角度はまた、その表面における液体を外周部へ誘導
し、回収された液体は、加工品１２に対して下向きに滴るよりもむしろ吸引され得る。テ
ーパ型構成はまた、加工品１２に対して再び粒子が再循環するのを低減する効果を奏する
。上記構成はまた、流体をよりよく抑制することによって化学的再生効率を促進する効果
を奏する。
【００３７】
　さらに、この特定の実施形態に対して、概ね環状のバリアプレート５６はある点では、
加工チェンバ１８の上の蓋またはカバーとして機能し、加工品処理のための保護環境を形
成し、加工チェンバ１９における分散物質を含有する効果を奏する。しかしながら、バリ
アプレート５６は多くの実施形態において上下に可動であるので、概ね環状のバリアプレ
ート５６は他のバリアに対して、直接物理的な接触をするというよりむしろ、近接するこ
とが好ましく、これによってギャップ４８を形成する等、加工チェンバ１８を規定する効
果を奏する。これによって、このような接触の結果として発生しかねない粒子生成を最小
化する。これはまた、バリアプレート５６の進路において発生しかねないステッパモータ
ステップをコントローラが見失うというリスクを最小化する。
【００３８】
　傾斜された下側表面５８は、様々な形状を有し得る。例えば、上記形状は、直線状（円
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錐状）、放物線状、ポリノミナルなもの等のうちの１つ以上であってもよい。説明すると
、下側表面５８は、放射状外側方向において、加工品１２に向かって概ね直線的に収束す
る。
【００３９】
　バリア／分配部１６は、処理物質を加工チェンバ１８の中に分配するための１つ以上の
独立機構を有していることが望ましい。例えば、例示的実施形態は、少なくとも１つの、
好ましくは少なくとも２つ、より好ましくは少なくとも３つの異なる種類の分配能力を有
する。１つの能力として、スプレイの下の加工品１２の半径を概ね横切って、１つ以上の
処理流体を加工品１２に対して下向きに噴霧する分配構造が含まれる。好ましい実施形態
では、バリアプレート５６および吸気アセンブリ２００に設けられるスプレイバー等の分
配構造によって、上記能力が実現される。このようなスプレイバーの好ましい実施形態と
、このようなスプレイバーをバリア／分配部に組み込む方法は、本願譲受人の同時係属出
願３において「スプレイバー１７８」として記載されている。
【００４０】
　他の分配能力としては、処理化学物質を下層の加工品１２の中央に対して概ね下向きに
分配する分配構造が含まれる。加工品１２がスピンするとき、中央に分配される物質は、
加工品表面の上に分散される。好ましい実施形態では、吸気アセンブリ２００に設けられ
る中央分配ノズルアセンブリによって上記能力が実現される。このようなノズルの好まし
い実施形態は、本願譲受人の同時係属出願３において「中央分配ノズルアセンブリ５１８
」として記載されている。このユニットの搭載は、この同時係属出願において記載され、
さらに後に説明されるようなものと同様に行われる。
【００４１】
　さらに、吸気アセンブリ２００に設けられ支持されるシャワーヘッド分配部材３６０は
、加工材料、典型的にはガスおよび／水蒸気、必要に応じて混入物質を含め、加工チェン
バ１８に導入するさらに他の方法を実現する。シャワーヘッド分配部材は、このような流
れのうちの１つ以上を、下流吸気アセンブリ２００における対応するベンチュリ状通路の
中に分配する。ベンチュリ状通路から、１つ以上の流れが下流へ分配され、加工チェンバ
へ導入される。上記吸入アセンブリのベンチュリ状通路におけるベンチュリ特性は、上記
流れの加工チェンバへの導入を促進し、カラー５４から上流へ伸びる環境的に制御される
流体通路への逆流を防ぐ効果を奏する。
【００４２】
　バリア／分配部１６の分配要素は、適切な供給ラインを介して設けられる処理物質の１
つ以上の供給部（図示せず）に接続されてもよい。これらの物質は必要に応じて、供給ま
たは混合として分配され得る。道具１０は、実行可能な処理タイプの点では非常にフレキ
シブルなので、広く様々な処理物質が用いられ得る。代表的な処理物質のごく一部の例を
挙げると、窒素、二酸化炭素、クリーンな乾性空気、蒸気、アルゴン、ＨＦガス、水性Ｈ
Ｆ、水性イソプロピルアルコール、または他のアルコール、および／または張力活性、脱
イオン水、水酸化アンモニウムの水性または他の溶液、硫酸および／またはその乾燥種お
よび前駆体の水性または他の溶液、（例えば三酸化硫黄（ＳＯ３）、チオ硫酸（Ｈ２Ｓ２

Ｏ３）、ペルオキソチタン酸（Ｈ２ＳＯ５）、ペルオキシ二硫酸（Ｈ２Ｓ２Ｏ８）、フル
オロ硫酸（ＨＳＯ３Ｆ）、クロロスルフォン酸（ＨＳＯ３Ｃｌ））、硝酸の水性または他
の溶液、リン酸の水性または他の溶液、塩化水素の水性または他の溶液、過酸化水素等の
酸化剤、および／またはオゾンガス、水性オゾン、界面活性剤、有機酸および溶媒、キレ
ート剤、脱酸素剤、これらの混合物等が挙げられる。
【００４３】
　増幅ガス分配ステーション４６２はカラー５４に対して上流であり、シャワーヘッド分
配部材３６０に流通可能なように接続されている。説明すると、ステーション４６２は２
つの供給ライン４４４および４４８を介してカラー５４に流通可能なように接続されてい
る。各供給ラインは、シャワーヘッド分配部材３６０内において、独立したシャワーヘッ
ドチェンバへのフィードとして機能する。他の実施形態では、所望であればより多くの、
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またはより少ない供給ラインが用いられてもよい。
【００４４】
　増幅ガス分配ステーション４６２は主要部材として、空気増幅器４９８と、バルブ５２
０と、マニホールド４６４とを含む。マニホールド４６４は、増幅された空気の流れを受
け入れるための導入口４６８と、非環境ガスの流れを受け入れるための１つ以上の独立導
入口とを有する。説明すると、このような独立した導入口４７２を１つ示しているが、こ
れはマニホールドに窒素、二酸化炭素等の不活性ガスを供給するためのものである。
【００４５】
　空気増幅器４９８は、加圧ガス流れを受け入れるための導入口５０４と、環境空気のフ
ィードを受け入れるための空気吸入口５０２とを有する。空気増幅器４９８へ流れ込む加
圧ガス流れは、周囲環境からの空気の流れの中にある。バルブ５２０が開いているとき、
環境空気の流れはマニホールド４６４へと向かう。そこで、ライン４４４および４４８を
介してシャワーヘッド分配部材３６０に空気が流れる。空気増幅器４９８の導入口５０４
への加圧ガスの流れが停止しているかどうかに関わらずバルブ５２０が閉じているとき（
バルブ５２０が閉じているときに導入口５０４への加圧ガスの流れを止めることが望まし
いが）、マニホールド４６４、供給ライン４４４および４４８、シャワーヘッド分配部材
３６０、および吸気アセンブリ２００を介して伸びる環境的に制御される通路は、周囲環
境から隔離される。窒素、エッチングガス、および／または同様の物質などの不活性ガス
など、１つ以上の非環境ガスの流れは、バルブ６６を開くことによって、供給ライン４４
４および４４８を通過し、マニホールド４６４を介して、流体通路に導入され得る。酸素
を排除するため、または他の何らかの理由で周囲環境からチェンバ１８をさらに隔離する
ことが望ましい場合、バリアアクロスギャップ４８を形成するようにガスのカーテン５０
を生成するために部材５２が用いられてもよい。
【００４６】
　図１および２～２６は、本発明の原理が含まれ、本願譲受人の同時係属出願１～４に記
載されるバリア／分配部を修正する代表的方法をより詳細に示す。同時係属出願４におい
て用いられるバリア／分配部に対する修正の概略としては、カラー５４を形成する本発明
の吸気およびシャワーヘッド構造は、これらの部材を通過するガス流れ通路が、周囲環境
に対する露出の点で、より隔離されるように修正されている。具体的には、ガス用の環境
的に制御される流体通路は、増幅ガス分配ステーション４６２、供給ライン４４４および
４４８、シャワーヘッド分配部材３６０、および吸気アセンブリ２００のうちの少なくと
もいくつかの部分を通過して伸びる通路部分を囲み、周囲環境から非常に効果的に封止さ
れる。したがって、同時係属出願１～４に示される従来のシャワーヘッドおよび吸気アセ
ンブリ実施形態よりも前の実施形態において用いられるシャッターはもはや必要ではない
。流体通路方法によって実現されるよりよい隔離状態は、操作における道具１０の開モー
ドと閉モードの切替をより容易にする要因となる。
【００４７】
　また、さらに後に説明される増幅コポーネントが吸気および／またはシャワーヘッド構
造の上流に含まれることが望ましく、これは、大量の空気を必要に応じて周囲環境から（
この文脈における周囲環境とは、周囲のクリーンルーム設備における純度の高い空気、ま
たは、いくつかの場合、周囲環境のクリーンルーム設備よりもはるかに純度の高い、道具
そのもののロボット工学領域における純度の高い空気、他の高純度空気源、または他の何
らかの周囲環境ソース等の任意の環境空気ソースであり得る）、シャワーヘッドおよび吸
入構造を含む通路を介し、加工チェンバに供給するための方法として含まれる。したがっ
て、シャワーヘッド構造はまた、過度の圧力低下を避け、結果として得られる流れにおけ
る乱流を最小化するために、空気増幅部材によって供給される環境空気の流れを大量に扱
えるように修正される。シャワーヘッドはまた、加工チェンバ１８の中へ結果として得ら
れる流れを分配する効果を奏する。
【００４８】
　カラー５４の部材として含まれる吸気アセンブリ２００を、図２～１０においてより詳
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細に示す。吸気アセンブリは概ね、頂上部材２０２、ベース部材２５６、および頂上部材
２０２とベース部材２５６との間にクランプされる洗浄部材３２４とを含む。頂上部材２
０２は、ボディ２０４、頂上フランジ２４６、底面フランジ２４０、壁２１０、および壁
２２０を概ね含む。環状ボディ２０４は、アンダーカット外側壁面２０６、およびスムー
ズに対向する内側壁面２５８を概ね有する。外側壁面２０６は、軽量化のためのアンダー
カットであり、アセンブリハードウェアへのアクセスをより容易にさせる。内側壁面２５
８のスムーズな対向によって、吸気アセンブリ２００を通過するガスのスムーズな流れを
促進させる効果を奏する。壁２１０および２２０は、頂上部材２０２の内側体積を、開口
部２３０、第１Ｄ型開口部２３２、および第２Ｄ型開口部２３４を通過する中央部へ細分
する。開口部２３０を通過する中央部によって、Ｄ型開口部２３２および２３４を通過す
る流体通路から隔離されつつ、配管、電気ライン、ファイバーオプティクス、センサ、お
よび他の道具部材を導き得る通路の一部を規定する効果を奏する。Ｄ型開口部２３２およ
び２３４は、優れた封じ込み特性を有する加工チェンバ１８にガスを導入し得るベンチュ
リ状通路３０８および３１６における導入口領域３１０および３１８を規定する効果を奏
する。壁２１０および２２０は、頂上部材２０２を補強し、強度を向上させる効果を奏す
る。吸気アセンブリ２００およびシャワーヘッド分配部材３６０が組み合わされるとき、
壁２１０および２０２はまた、シャワーヘッド分配部材３６０を支持する効果を奏する。
【００４９】
　壁２１０および２２０における上面２１４および２２４と、頂上フランジ２４６上側表
面２４８は、ネジ開口部２１２および２２２を有する。これによって、ネジ（図示せず）
を用いてシャワーヘッド分配部材３６０を吸気アセンブリに搭載するための安全な方法が
実現される。ネジの使用はまた、メンテナンスおよび修理のための解体をより容易に行う
ことができる。もちろん、ここで用いられる、または、本発明の他の固定処理においてネ
ジが用いられるあらゆるタイミングにおいて、リベット、接着剤、溶接、ボルト、クラン
プ、テープ、これらの組み合わせ、および／または同様のもの等、他の組み合わせ技術が
用いられてもよい。
【００５０】
　ボディ２０４の底面は、内側周囲に設けられる環状溝２２４を有する。壁２１０および
２２０はまた、それらの底面先端に沿って溝２１６および２２６を有する。吸気アセンブ
リ２００の部材が組み合わされるときに洗浄部材３２４を所定位置にクランプするための
ポケットを、溝２４４、２１６、および２２６が形成する。中央貫通開口部２３０の端部
壁２５４は、洗浄部材３２４の配管接続部３３８と適合する切断領域２５０を有する。端
部壁２５４はまた、さらに後に説明するように、クランプ３４２を端部壁２５４に安全に
維持するように用いられるネジ開口部２５２を有する。次にこのクランプ３４２は、配管
供給ライン３５６を配管接続部３３８に固定する効果を奏する。
【００５１】
　底面フランジ２４０は、頂上部材２０２の下方端部から外側に放射状に伸び、頂上フラ
ンジ２４６は、頂上部材２０２の頂上端部から外側に放射状に伸びる。フランジ２４０お
よび２４６は、ボディ２０４を堅くさせる効果を奏し、また、頂上部材２０２を他の部材
へ固定するための方法を実現する。このため、底面フランジ２４０は、適切なファスナー
（図示せず）を用いて頂上部材２０２をベース部材２５４に固定するための開口部を有す
る。同様に、頂上フランジは、頂上部材をシャワーヘッド分配部材３６０に、および／ま
たは道具１０のフレームワーク（図示せず）に固定するための上側表面２４８に設けられ
る開口部２４７を有する。
【００５２】
　親水性または疎水性であり得る様々な物質から、頂上部材２０２が形成されてもよい。
いくつかの実施形態では、フッ素重合体等の疎水性物質から頂上部材２０２を形成するこ
とが望ましい。それぞれの実施形態では、ポリテトラフルオロエチレンが適切な物質であ
る。
【００５３】
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　ベース部材２５６は、ボディ２５８、頂上フランジ２９６、底面フランジ３０２、壁２
６６、壁２６８、および凹型フロア２７０を概ね有している。ボディは、ファセット外側
壁面２６２およびスムーズに対向する内側壁面２６２を概ね有している。外側壁面２６２
は、軽量化と、アセンブリハードウェアへのアクセスを容易にすることができるように切
り出される。内側壁面２６２は、吸気アセンブリ２００を介するスムーズなガス流れを促
進するように、スムーズに輪郭形成される。内側壁面２６２はまた、厚い壁部分２６４が
ベース部材の頂上と底面の中間においてボディ２５８に含まれるように輪郭形成される。
厚い壁部分２６４は、ベンチュリ通路３０８および３１６におけるのど領域３１４および
３２２を形成する効果を奏する。
【００５４】
　頂上フランジ２９６は、ベース部材ボディ２５８の頂上端部から外側に伸び、概ね環状
である。頂上フランジ２９６は、適切なファスナーを用いてベース部材を頂上部材２０２
に取り付けるための開口部３００を有する。頂上フランジ２９６の上側表面２９８は、図
示するように平坦であり、これが取り付けられる頂上部材２０２の底面フランジ２４０の
輪郭と適合する。しかしながら、フランジ２９６および２４０は、必要であれば平坦では
ない係合輪郭を有してもよい。例えば、組み上げの間の整合を補助するために、溝、突出
部、うねり、または他の特性が設けられてもよい。必要に応じて、所望に応じてより流動
性のある密封シールを促進させるため、フランジ２９６と２４０との間にガスケット（図
示せず）が挿入されてもよい。
【００５５】
　底面フランジ３０２は、ボディ２５８の底面端部から外側に伸び、また、概ね環状であ
る。底面フランジ３０２は、適切なファスナーを用いて、図１に示すバリアプレート５６
に吸気アセンブリを固定するための貫通開口部３０６を有し、これは、本明細書で引用す
る本願譲受人の同時係属出願１～４のいずれかにおいて記載されるような特性を有してい
ることが好ましい。本願譲受人の同時係属出願３に示される一体化スプレイバー特性を備
えるバリアプレートが好ましい。一体化スプレイバー特性を備えた特定の好ましいバリア
プレートについての特定の実施形態は、ＦＳＩインターナショナルＩｎｃから入手可能な
ＯＲＩＯＮ道具に含まれる。
【００５６】
　壁２６６および２６８は、ボディ２５８の片側から伸びる。吸気アセンブリ２００が組
み上げられるとき、これらの壁２６６および２６８は下部に位置し、頂上部材２０２の壁
２１０および２２０のそれぞれに整合する。その結果、壁２６６および２６８は同様に、
ベース部材２５６の内部体積を、中央貫通開口部２３０と整合する中央開口部２８２、Ｄ
型開口部２３２と整合する概ねＤ型開口部２８８、Ｄ型開口部２３４と整合する概ねＤ型
開口部２９０に、概ね細分する。それに伴い、Ｄ型開口部２８８および２３２は、吸気ア
センブリ２００を通過する第１ベンチュリ状通路３０８を規定し、Ｄ型開口部２９０およ
び２３８は、吸気アセンブリ２００を通過する第２ベンチュリ通路３１６を規定する。第
１ベンチュリ状通路３０８は、導入口３１０から排出口３１２まで伸び、のど領域３１４
を有する。ここでは、通路３０８がフレア付き導入口３１０と排出口３１２とに対して締
め付けられる。同様に、第２ベンチュリ状通路３１６は、導入口３１８から排出口３２０
へ伸び、のど領域３２２を有する。ここでは、通路３１６がフレア付き導入口３１８と排
出口３２０に対して締め付けられる。
【００５７】
　ベンチュリ状通路３０８および３１６のそれぞれによって、混入成分を有する、または
混入成分を有さないガスが、優れた封じ込み能力を有する下方の加工チェンバ１８に導入
される。使用に際して、空気、クリーンな乾性空気、水蒸気、窒素、二酸化炭素、アルゴ
ン、イソプロピルアルコール蒸気、これらの組み合わせ等の１つ以上のガスが、導入口３
１０および３１８を介して吸入アセンブリ２００に導入される。上記１つ以上のガスは、
排出口３１２および３２０を介して加工チェンバ１８の中に下向きに排出される。液体、
固体、またはガスであり得る処理物質が、処理ガスを導入するために開放する必要がある
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チェンバに含まれるのが望ましいという状況で、ベンチュリ状通路３０８および３１６は
封じ込みシステムとして機能する。言い換えると、ベンチュリ領域を通過する際の十分な
流速にて、逆流を最小限にしつつ、流体はベンチュリを通過して一方向に流れる傾向にあ
る。その結果、ベンチュリは境界部として機能するが、この境界部の下では、吸気口２０
０を通過する流体通路が物理的に固体であるバリアによってブロックされなくても、流体
物質が下方の加工チェンバに含まれる。
【００５８】
　例えば、典型的な加工が行われる間、構成空気または他のガスは、ベンチュリ状通路３
０８および３１６を介して加工チェンバに導入されてもよい。流入してくる空気またはガ
スは、通路３０８および３１６におけるのど領域３１４および３２２を通過するときに増
幅する。のど領域３１４および３２２を通過し、チェンバに流入する相対的に高速の空気
またはガスは、霧または他の加工用液体が吸気アセンブリ２００に再び混入することを実
質的に防ぐ。これに対して、のど構成または十分な高さを有さない吸気通路においては、
加工チェンバの霧が逃げ、安全上の問題、汚染、加工物質損失による加工性能の低下など
を引き起こす。
【００５９】
　一つの例示的作動状態において、実質的に完全な霧および水蒸気の封じ込みは、約１０
から５０ｃｍの導入口を用いることによって達成し得る。このテストにおいて、６５℃の
脱イオン水を１分間に１リットルで噴霧しつつ、加工品を２５０ｒｐｍでチャック上にお
いて脱水させる。この例示において、対応する導入口および排出口のそれぞれが１．４４
インチの幅を有する一方、各ベンチュリのどの幅は１．０６７インチであり得る。各ベン
チュリ状通路の長さは３インチであり得る。開モードでは、チェンバの排気を行って、ま
たは行わず、空気を増幅することによって空気の流れが形成され得る。
【００６０】
　中央貫通開口部２３０と整合することにより、吸気アセンブリ２００における流体通路
３０８および３１６から隔離される、および逆の場合の状態で、配管、電気ライン、ファ
イバーオプティクス、センサ、および他の道具部材が通過させられる通路３０７のさらな
る部分を、中央開口部２８２が規定する効果を奏する。端部壁２８６のうちの１つにおけ
る開口部２８４は、フロア２７０付近の中央開口部２８２の底面に入り、出て行く部材の
ための中央開口部２８２に対する出入りを可能にする。例えば、チュービング７０は中央
開口部３０７を通過し、吸入アセンブリ２００が取り付けられるバリアプレートの吸入構
成へと導かれ得る。必要に応じて、洗浄流体を洗浄部材３２４に供給するための供給部３
５６および３５８はまた、開口部２８４を通過させられ得るが、図面に示すような洗浄供
給ラインを設けることがより好ましい。このような開口部２８４のうちのいずれかが用い
られない場合、脱着可能なプラグを用いてそれらの開口部をプラグ接続することが望まし
い。
【００６１】
　壁２６６および２６８は、他の機能の役割も果たす。頂上部材２０２における壁２１０
および２２０とそれぞれ整合することによって、壁２６６および２６８は、シャワーヘッ
ド分配部材３６０を支持する効果を奏する。壁２６６および２６８は、ベース部材２５６
を補強し、強度を向上させる効果を奏する。頂上部材２０２およびベース部材２５６が互
いに固定されるとき、頂上フランジ２９６の上側表面２９８に加えて、これらの壁の上面
は、洗浄部材３２４を所定位置にクランプするように、頂上部材２０２の底面に向けてし
っかりと適合する。
【００６２】
　図４、６、および８に示すように、フロア２７０はベース部材２５６の底面よりも凹ん
でいる。吸気アセンブリ２００が図１のバリアプレート５６の所定位置に設けられるとき
、分配部材に適合し、これを収容するポケットが形成される。このため、フロア２７０は
、図１のバリアプレート５６と一体化される供給バー（図示せず）に供給ライン（図示せ
ず）を連結する配管接続に適合する開口部２７２および２７４を含む。開口部２７６が中
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央分配ノズルアセンブリをフロア２７０に収容・搭載する一方、開口部２７８は、本願譲
受人の同時係属出願１～４に記載されているような中央分配ノズルアセンブリ（図示せず
）への配管接続を収容する。開口部２７６は、吸気アセンブリ２００の取り付けのために
、スプレイバーへの収容を行う。ベース部材２５６の底面フランジ３０２における開口部
３０６を介する取り付けにより、吸気アセンブリ２００を確実に所定位置に保持する。溝
３２３は、吸気アセンブリ２００と下方のバリアプレート構造との間に流体密閉シールを
形成するガスケット（図示せず）を配置し保持する効果を奏する。
【００６３】
　ＤＩ（脱イオン）水等の洗浄液体を用いる場合に洗浄動作を行っている間、ベース部材
２５６を均一に濡らす工程を促進するために、ベース部材２５６を親水性物質から形成す
ることが望ましい。適切な親水性物質の一例は、紫外線放射、電子ビーム放射等、適切量
のイオン化放射を用いてポリフェニレン・サルファイド（ＰＰＳ）、一般的には疎水性物
質を放射することによって得られる。ＰＰＳは供給時、薄黄色を帯びていることが多い。
適切量の放射によって、ＰＰＳの物理的特性を過度に損なうことなく、黄褐色に変色させ
る。また、上記変色によって、表面が親水性になったことが示される。水を処理物質に注
いで水が玉のように弾けるか一面に広がるかを見ることによって単純な経験的テストを行
うことができる。いくつかの例において、変色が観察され得、さらに表面は疎水性のまま
である。表面が親水性になるまでエネルギーを１回以上イオン化することによって、上記
物質は再処理され得る。
【００６４】
　洗浄部材３２４は、図１１および図１２に最もよく示されている。好ましい実施形態で
は、本明細書に示される洗浄部材３２４は、本願譲受人の同時係属出願４に詳しく示し説
明する「洗浄部材１１４」と概ね同一である。概括すると、頂上部材２０２およびベース
部材２５６が互いに固定されるとき、洗浄部材３２４は、溝２１６、２２６、および２４
４内で適合するようにサイズ調整されるリング状ボディ３２６を概ね有する。アーム３２
８および３３０は、リング状ボディ３２６の片側からもう一方の側へ伸びる。洗浄部材３
２４の結果として得られる構造は、組み上げられた吸気アセンブリ２００における通路３
０８、３１６、および中央通路３０７にそれぞれ対応する開口部３３２、３３６、および
３３８を規定する。洗浄部材３２４は、洗浄液として主に水を分配するものとされ、疎水
性および／または親水性物質から形成され得る。一実施形態では、洗浄部材３２４は、ポ
リプロピレンからなる。
【００６５】
　効果的にシール構造を形成するように吸気アセンブリ２００の部材が組み上げられるこ
とが好ましく、そのため、適切なガスケット物質または封止材が、適切な界面において用
いられてもよく、このような物質および技術そのものは周知のものである。例えば、ガス
ケット（図示せず）は、洗浄部材３２４と頂上部材２０２との間で用いられるのが好まし
い。ガスケット（図示せず）はまた、洗浄部材３２４とベース部材２５６との間で用いら
れてもよい。
【００６６】
　洗浄部材３２４は、洗浄液または他の流体を洗浄部材３２４に導入し、上記洗浄液また
は他の流体を、ベンチュリ通路３０８、３１６、およびバリアプレート５６の下側表面を
形成するベース部材壁を洗浄するように洗浄部材３２４から制御可能に分配する、流体分
配構成を有する。
【００６７】
　このため、配管接続３３８を介して、流体は洗浄部材へ導入されてもよい。分配を行う
ために、リング状ボディ３２６は、その各部分に設けられる分配ノズルの貫通アレイ３２
９を有する。各アレイ３２９のノズルは、流体をベース部材５８の内側壁面２６２に直接
または間接的に分配するように配列される。分配ノズルにおける追加のアレイ３３１およ
び３３３はまた、アーム３２８および３３０のそれぞれに設けられることが好ましい。こ
れらのノズルは、壁２６６および２６８の面に直接または間接的に流体を分配するように
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配列される。内部構造（例えば流体通路）、ノズル配列、ノズルパターンに関するさらな
る詳細、洗浄部材３２４についての他の詳細は、本願譲受人の同時係属出願４に記載され
ている。
【００６８】
　洗浄部材１１４に流体を導入するために、保持クランプ３４２を用いるフレアフィット
で、供給チューブ３５６および３５８を配管接続３３８に連結させる。保持クランプ３４
２は、本明細書において引用する本願譲受人の同時係属出願に記載されるような小端部お
よび大端部をそれぞれが有する配管開口部３４４を備える。大端部は配管接続３３８に適
合し、小端部は供給チューブ３５６および３５８を収容する。配管接続３３８に対して良
好なクランピング作用を及ぼしつつ、開口部２５２を介してベース部材２５６の端部壁２
８６に対して保持クランプ３４２がきつく固定されるように、固定開口部３５０は雌ネジ
を有することが望ましい。輪郭３５２は、このために用いられる固定ハードウェアのため
の余地を形成する。供給チューブ３５６および３５８の頂上における連結装置３５４によ
って、供給チューブ３５６および３５８は、上流配管に接続されるが、これは図示しない
。
【００６９】
　ＤＩ水は、洗浄部材３２４に対して用いられるための適切な洗浄液である。ＤＩ水は必
要に応じて冷却されてもよく、周囲環境に供給されてもよく、または加熱されてもよい。
環境温度（約１９℃から２６℃）でＤＩ水を用いることが適切であることが分かっている
。
【００７０】
　洗浄液を洗浄部材３２４へ供給するための二重供給チューブ３５６および３５８の使用
は所望に応じて選択可能である。所望の洗浄作用によって、相対的により高く、より勢い
のある洗浄液の流れを供給するために片方のチューブを用いることができ、より低く、勢
いがあまりない洗浄液の流れを供給するために他方のチューブを用いることができる。実
使用におけるいくつかの形態では、２つの流れを同時に導入して、はるかに大きな流れを
得ることができる。実使用における１つの代表的な形態では、チューブの１つを介して１
分毎に５リットルの流速でＤＩ水を導入することは、より高い流速に適しているというこ
とが知られているが、他方のチューブを介して１分毎に２リットルの流速でＤＩ水を導入
することは、より低い流速に適していることが知られている。
【００７１】
　適切な流れ制御の手法が、各チューブ３５６および３５８を通過する流れの度合いを調
節するために用いられ得る。実使用におけるいくつかの形態では、特定の供給チューブを
通過する流れがオンまたはオフ状態になるようにバルブ（図示せず）を開く、または閉じ
る設定を行うことができる。これは、実行するのが非常に簡単であるという有利な点を有
する。このようなオン・オフ手法では、図示するような２つ以上の供給チューブを使用す
ると、洗浄流速において優れた制御が可能となる。他の形態では、１つ以上の供給チュー
ブを通過する流れの量を、所望の範囲内で、任意のレベルに調節でき、またはオフにでき
るように、流れを調節できる。これらの種類の可変流れ手法を実行するとき、単一の供給
チューブは、洗浄部材３２４に導入される洗浄流れについて優れた制御を行うに十分であ
る場合が多い。
【００７２】
　洗浄部材３２４は、優れた洗浄作用を実現する。加工品の汚染につながるはねや落滴を
最小化しつつ、洗浄流体をこれらの表面に流通可能なように分配できるように、ノズルを
濡れた表面付近に配置することが好ましい。好ましい実施形態において好ましくは、ノズ
ルは濡れている表面に向けて概ね傾いており、本願譲受人の同時係属出願４に記載される
ような拡散構成を有し、目標表面のすぐ近くに位置していることが望ましく、目標表面か
ら０．１ｍｍから２０ｍｍの場合が多く、より好ましくは０．１ｍｍから５ｍｍ、ひいて
は１ｍｍの距離に位置している。この構成は、濡れている表面上での流体のスムーズな流
れを促進する。流体の流れが目標表面に接触する際、極力実効的にはねおよび微粒子化を
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概ね避けられるように拡散構成は選択される。より詳細な拡散状態において、分配された
流れは、目標表面に到達するときに上記流れが流通可能なように拡散するように目標表面
に注がれる。流体の拡散によって、上記流れができる限り表面を濡らすようにする。例え
ば、全表面が濡れることが最も望ましい。
【００７３】
　このような拡散が発生するとき、もしあれば、隣接する流れについて重なりが最小とな
るようにノズルパターンが選択される。拡散する流れによる全表面の濡れは、流れがベン
チュリ状通路３０８および３１６におけるのど領域３１４および３２２に達するまでに達
成されるのが望ましい。この段階における全表面収束を達成することは、ベンチュリ表面
に流通可能なように連結されるバリア構造の下側表面において横切る、さらなるスムーズ
なシーティング液体流れを促進する。のど領域３１４および３２２を通過して増幅するガ
ス流れはさらに、バリア構造の下側表面における液体流れの拡散および希薄化を促進する
。
【００７４】
　ベンチュリ通路壁の親水性表面に水を分配するとき、上記親水性表面における優れたシ
ーティング作用および収束が観察されるが、はねおよび液滴の発生はほとんど見られない
。洗浄液がベンチュリ通路からバリアプレートにおける隣接する親水性下側表面へと移動
するとき、流れる洗浄液のシートは、スムーズかつ均一に、バリアプレートにおける下方
親水性表面に広がり、これを覆う。洗浄液がバリアプレートの外周に向かって流れるとき
、本願譲受人の同時係属出願３に記載されているように、洗浄液の少なくともいくつかの
部分を回収するために、吸引技術が用いられることが望ましい。洗浄中、および／または
、洗浄の最後において吸引が発生し得る。
【００７５】
　洗浄部材３２４の位置は、のど領域３０８の上のベンチュリ通路３０８およびのど領域
３２２の上のベンチュリ通路３１６を規定する表面上に洗浄液が導入されることを示す。
通路３０８および３１６等においてより高い位置にあるノズルから液を導入し、通路３０
８および３１６の壁の近くに位置することによって、ノズル構造は、隣接する通路を通過
する液体の流れに与える影響を最小化する。万が一ノズル構造が湿気を吸収してしまうと
、液滴はチェンバに落下するかわりに上記表面に落下する傾向があり、それ以外では加工
品の汚染のリスクが増加し得る。
【００７６】
　のど領域３１４および３２２の上に位置することによって、ノズル構造はまた、これら
ののどによって形成される汚染境界の外側に位置する。これによって、ノズル構造は汚染
から保護される。またこれによって、残留化学物質が発生しがちな表面の全てに洗浄が行
き渡る。さらなる有利な点としては、優れた表面濡れを達成する分散液体流れを生成し、
運用しやすい点が挙げられる。ノズルがのど領域の下に位置されると、分散ノズルパター
ンに含まれる角度はより重要であり、効果を得るためにはより厳密な耐久性を帯びるもの
である。全体で、洗浄部材３２４と、洗浄部材と一体化されるノズルアレイとに関連する
これら多数の特性および利益によって、粒子汚染は劇的に低下される。
【００７７】
　洗浄部材３２４を用いて洗浄作業を実行するための例示的形態では、加工チェンバに加
工品を導入する前に、洗浄部材３２４の下のベンチュリ通路の親水性下側表面と、バリア
プレートの親水性下側表面とを、洗浄液で予め濡らしておく。洗浄がこれらの表面の上で
流通可能なように分散されるので、粒子汚染の原因になりかねない液滴やはねが実質的に
避けられる。また、予め濡らすことによって、これらの親水性表面が徹底して洗浄され、
均一な濡れを確実にすることができる。加工品を導入する前に、所望であれば親水性表面
を乾燥させてもよいが、表面を濡らしたままにしておくと都合がよい場合があり、これに
よって周期時間を短縮できる。濡れた表面は親水性なので、これらの表面上では分離した
液滴が形成されにくく、もしあるとしても最小限の汚染で加工品を取り込み、加工し、排
出することができる。ベンチュリ通路およびバリアプレートの洗浄は、化学処理工程の前
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に行われてもよい。また、洗浄は化学加工工程の間、および／または、これらの工程の間
に行われてもよい。洗浄部材３２４のノズルは、液滴を避けるために洗浄分配の終わりに
残留液を改めて吸引してもよい。
【００７８】
　親水性表面に対する初期の濡らし作業には概ね、一度決まった流れを維持する以上に洗
浄液が必要となる。したがって、この効果を実現するために、洗浄液輸送が調節されても
よい。例えば、濡らし作業が行われた後、より低流速にて洗浄水を導入することができる
。例えばバルブを開閉すること等、パルス状動作によって流れを低下させてもよい。パル
ス状動作の頻度および期間は、洗浄液の全消費量を低下させつつ、所望の流速プロフィー
ルを維持するために選択される。さらに、洗浄液をパルスオンおよびオフすることによっ
て、各流れパルスにおける関連する波を介して親水性表面をよりよく濡らし、洗浄し得る
。
【００７９】
　シャワーヘッド分配部材３６０は、頂上フランジ２４６の上方面２４８と、吸気アセン
ブリ２００の壁２１０および２２０の上面とに設けられる。シャワーヘッド分配部材３６
０を図１、２、および１３～１５においてより詳細に示す。ベンチュリ状通路３０８およ
び３１６において流体タイトシールを生成するために、ガスケット（図示せず）を吸気ア
センブリ２００の頂上における溝２３６に配置してもよい。シャワーヘッド分配部材３６
０は、対応するベンチュリ通路３０８および３１６のそれぞれの上流の、環境的に制御さ
れる流体通路の追加的部分を含む。１つ以上のガスおよび／または蒸気のより均一な流れ
を加工チェンバ１８に導入する上で、シャワーヘッド分配部材３６０が有効である。説明
すると、同一の、および／または独立した供給ソースに連結され得る２つの供給チューブ
４４４および４４８によるシャワーヘッド分配部材３６０に対する供給が行われ、これに
よって、２つの異なる処理物質が加工チェンバ１８に同時に分配される。もちろん、他の
実施形態は所望に応じて、単一の供給フィードのみ、または３つ以上のフィードを備えて
もよい。ここで示す実施形態では、供給チューブ４４４および４４８はどちらも、増幅ガ
ス分配ステーション４６２に連結されているが、これについては以下にさらに説明する。
【００８０】
　シャワーヘッド分配部材３６０は、底面３６２およびカバー４１２を概ね含む。底面３
６２は、上側表面３６６を有するパネル３６４を概ね備える。底面３６２を固定および強
化するために、リム３６８はパネル３６４の外周部から下方に伸びている。側壁３７６は
、パネル３６４を、その下に位置する第１凹フロア３７０と接続する。凹フロア３７０お
よび側壁３７６は、シャワーヘッド分配部材３６０の第１内部チェンバの底部４０８を規
定するが、上記シャワーヘッド分配部材３６０は、シャワーヘッド分配部材３６０を貫通
して伸びる通路部を含む環境的に制御される流体通路の一部を構成する。細長開口部３７
２は、凹フロア３７０に設けられている。細長開口部３７２は、吸気アセンブリ２００に
おける下流第１ベンチュリ通路３０８の中に向かって開いている。溝３７４は、底面３６
２とカバー４１２との間に流体タイトシールを形成するように、ガスケット３７８を保持
する。側壁３７６の一部は、チェンバ部４０８の体積を最大化するために波状の輪郭を有
し、底面３６２をカバー４１２に固定するために用いられる開口部４０２のための上方面
３６６に余地を残す。
【００８１】
　同様に、側壁はパネル３６４を、その下に位置する第２凹フロア３８０と接続する。凹
フロア３８０および側壁４００は、シャワーヘッド分配部材３６０の第２内部チェンバの
底面チェンバ部４１０を規定するが、シャワーヘッド分配部材３６０は、他の環境的に制
御される流体通路の一部を構成する。細長開口部３８２は、凹フロア３８０に設けられる
。細長開口部３８２は、吸気アセンブリ２００における下流第２ベンチュリ通路３１６の
中に向けて開いている。細長開口部３７２および３８２の相対的に大きなサイズによって
、シャワーヘッド分配部材３６０は、増幅さえた空気の相対的に高い体積の流れ、および
／または、上流増幅ガス分配ステーション４６２から供給される他のガスを容易に扱うこ
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とができる。溝３８４は、底面３６２とカバー４１２との間に流体タイトシールを設ける
ためにガスケット３８８を保持する。側壁４００の一部は、底面チェンバ部４１０の体積
を最大化するために波状の輪郭を有し、底面３６２をカバー４１２に固定するために用い
られる開口部４０２のための上側表面３６６に余地を残す。パネル３６４の周囲の追加開
口部４０３はまた、シャワーヘッド分配部材３６０における底面３６２およびカバー４１
２を組み上げるためにファスナーとして用いられる。パネル３６４の周囲環境のさらなる
追加の開口部４０５は、シャワーヘッド分配部材３６０を吸気アセンブリ２００に固定す
るためにファスナーとして用いられる。開口部４０３および４０５は、カバー４１２の外
周部においてそれぞれ、対応する開口部４５５および４５７と整合する。
【００８２】
　パネル３６４は、吸気アセンブリ２００の下方中央貫通開口部２３０に適合し、整合す
るサイズに調節される、概ね直進する中央開口部３９０を有する。このため、中央開口部
３９０はまた、シャワーヘッド分配アセンブリ３６０を介して配管、電気、および他の部
材につながる簡易通路３０７の一部を形成する。中央開口部３９０の境界部を規定する面
取り側壁３９２は、シャワーヘッド分配部材３６０を吸気アセンブリ２００に設けるため
に開口部４０４においてファスナーを用いる余地を作るため、輪郭４０６を備える。
【００８３】
　カバー４１２は、パネル４１４の周囲から伸びる円形パネル４１４および環状リム４１
８を概ね含み、カバー４１２の強化、固定を図っている。第１上昇カバー領域４２０は、
第１凹フロア３７０に重なり、シャワーヘッド分配部材３６０の中の第１チェンバに頂上
部４２２を規定する。第１上昇カバー領域４２０は、底面３６２およびカバー４１２を組
み上げるとき、開口部４５４および開口部４０２におけるファスナーを用いる余地を作る
ために、輪郭４２４を有する。第２上昇カバー領域４２６は、第２上昇フロア３８０に重
なり、シャワーヘッド分配部材３６０の中の第２チェンバの頂上部４２８を規定する。第
２上昇カバー領域４２６は、底面３６２およびカバー４１２を組み上げるとき、開口部４
５４および開口部４５５におけるファスナーを用いる余地を作るために、輪郭４３０を有
する。中央開口部４５２は、底辺３６２の中央開口部３９０に重なり、シャワーヘッド分
配部材３６０を介して、配管、電気、および他の部材につながる簡易通路３０７の一部を
形成する。
【００８４】
　１つ以上の処理物質、典型的にはガスおよび／または蒸気は、流体導入部材４３２およ
び／または４３８を介してシャワーヘッド分配部材３６０に供給され得る。これらの流体
のうちの１つ以上は、導入口４３６において流体導入部材４３８に入り、管４３４を介し
てシャワーヘッド分配部材３６０の下流チェンバの中に流れ込む。同様に、これらの流体
のうちの１つ以上は、導入口４４２において流体導入部材４３８に入り、管４４０を介し
てシャワーヘッド分配部材３６０の下流チェンバに流れ込む。第１供給チューブ４４４は
、適切なハードウェア４４６（図２参照）によって第１流体導入部材４３２に連結され、
第２供給チューブ４４８は、適切なハードウェア４５０（図２参照）によって第２流体導
入部材４３８に連結される。
【００８５】
　使用に際して、１つ以上の処理流体、特に１つ以上のガス流れは、第１および／または
第２供給チューブ４４４および４４８を介してシャワーヘッド分配部材３６０へ供給され
る。各チューブに供給される処理流体は同一のものでもよく、または異なっていてもよい
。処理流体は、管４３４および４４０のそれぞれを介して、シャワーヘッド分配部材３６
０における対応するチェンバに導入される。チェンバ内の処理流体の圧力は、細長開口部
３７２および３８２を通過する流れが均一になるように、概ね均等化される。望ましくは
、シャワーヘッドチェンバ内の流体の圧力差分は、このように均一な流れを実現するため
の従来技術によると、開口部３７２および３８２を介する圧力降下よりも小さいことが望
ましい。細長開口部３７２および３８２を介して分配されるとき、分配流体は、ベンチュ
リ状通路３０８および３１８のそれぞれを介して加工チェンバに向かって概ね流れる。
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【００８６】
　図１および図１６～２１を参照すると、増幅ガス分配ステーション４６２は、シャワー
ヘッド分配部材３６０に対して上流に位置する。シャワーヘッド分配部材３６０は、少な
くとも第１供給チューブ４４４および第２供給チューブ４４８を含む配管によって、増幅
ガス分配ステーション４６２に流通可能なように連結される。必要に応じて、増幅ガス分
配ステーション４６２は、加工チェンバ１８を、少なくとも１つの環境空気ソース、およ
び、例えばガス、蒸気、これらの組み合わせ等、環境空気から独立した空気ソースから発
生し得る流体の少なくとも１つの非環境空気ソースとに流動的かつ制御可能に連結する。
このような他のガスおよび蒸気の例としては、窒素、アルゴン、二酸化炭素、これらの組
み合わせ等が挙げられる。
【００８７】
　好ましい実施形態では、増幅ガス分配ステーション４６２は、道具１０に関連するロボ
ティクスコンパートメントにおける環境空気ソースに流通可能なように連結される。この
ような空気は、非常に高い度合いまで、すなわち、道具１０の外側を囲むクリーンルーム
よりもはるかに高く純化されることが多いので、上記構成は有利である。これによって、
増幅ガス分配ステーション４６２は、マイクロ電子加工品を非常に高い純度で加工するた
めの実質的に粒子のない環境から環境空気を分離することができる。また、この構成によ
って、上記ステーション４６２は、使用される加工チェンバに対して相対的に近接する。
もちろん、増幅ガス分配ステーション４６２は、適切な環境空気ソースが実際に利用しや
すいものである限り、所望のように他の部分に配置され得る。他の代表的な配置としては
、道具１０における他のコンパートメント、周囲環境のクリーンルーム、局所的クリーン
ルームにおける他の道具、または等距離の道具またはクリーンルームが挙げられる。空気
増幅器４９８の吸気が適切な純化部材を用いて適合される場合、このような部材を介して
空気増幅器４９８に入り込むと少なくとも部分的に純化される環境空気を発生させる他の
環境空気ソースに流通可能なように空気増幅器４９８が連結され得る。説明すると、増幅
ガス分配ステーション４６２は、環境空気から独立したソースであり得る窒素ソースに連
結されるものとしても示される。加工チェンバ１８は、単一の空気増幅器４９８によって
作動させられるものとして示されるが、他の実施形態では２つ以上の空気増幅器が１つ以
上の加工チェンバを作動させてもよい。
【００８８】
　より詳細に説明すると、増幅ガス分配ステーション４６２は、マニホールド４６４、空
気増幅器４９８、および、マニホールド４６４と空気増幅器４９８との間に挿入されるバ
ルブ５２０を概ね含んでいる。マニホールド４６４は、複数のソースから流体を受容し、
供給ライン４４４および４４８等の１つ以上の下流目的へこのような流体を分配できるよ
うにする構成を有するボディ４６６と、シャワーヘッド分配部材３６２と、吸気アセンブ
リ２００と、加工チェンバ１８とを備える。空気増幅器４９８からの増幅された空気の供
給を受容するために、ボディ４６６は、増幅空気チャンネル４７０、連結器４７６、およ
び二又排出口チャンネル４７８によって第１排出口４８０および第２排出口４８２に流通
可能なように連結される増幅空気導入口４６８を備える。窒素供給部（図示せず）からの
窒素ガスの独立した供給を受容するために、ボディ４６６は、加圧ガスチャンネル４７４
、連結器４７６、および二又排出口チャンネル４７８によって第１排出口４８０および第
２排出口４８２に流通可能なように連結される加圧ガス導入口４７２を備える。第１供給
チューブ４８４および第２供給チューブ４８８は、マニホールド４６４をシャワーヘッド
分配部材３６０に流通可能なように連結する。第１供給チューブ４８４および第２供給チ
ューブ４８８は、それぞれ同一であってもよく、または異なっていてもよい。第１供給チ
ューブ４８４および第２供給チューブ４８８は、適切なハードウェア４９２および４９４
を用いて、マニホールド４６４に固定される。搭載タブ４９６は、ハウジング、フレーム
ワーク等の所望の位置に、増幅ガス分配ステーション４６２を搭載するために用いられて
もよい。
【００８９】
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　空気増幅器４９８は、マニホールド４６４に、そして加工チェンバ１８に、必要に応じ
て増幅された空気流れを供給する。空気増幅器は、相対的に低い加圧ガスの流れを用いて
相対的により低い圧力ガスの流れを大幅に増加する装置を意味する。多くの場合、より低
い加圧ガスは環境空気である。空気増幅装置は、高速、高体積、低圧出力空気流れを生成
するために小さな体積の加圧ガスからエネルギーを得る。１より大きく７５：１ほどの範
囲の増幅比率は、市場で入手可能な多くのユニットにおいて達成される。本発明では、１
より大きく約２５：１までの範囲の増幅比率、好ましくは約２よりも大きく約１０：１ま
での範囲の増幅比率が適切である。１セットの条件の下では、４：１の増幅比率を用いる
ことが適切であることが分かっている。
【００９０】
　空気増幅器４９８は、ボディ５００と、吸気部５０２と、窒素等の加圧ガスソース（図
示せず）に連結される加圧ガス導入口５０４と、増幅空気排出口５０６と、搭載タブ５０
８とを備える。使用に際して、加圧ガスは加圧ガス導入口５０４に導入される。空気増幅
器の内部構造のため、環境空気をマニホールド４６４に向けて前方かつ下方へ押し込みつ
つ、加圧ガスは吸気部５０２を介して空気増幅器４９８にはるかに大きい体積の環境空気
を送り込む。
【００９１】
　図２１は、空気増幅器４９８の追加的特長と、空気増幅器４９８がどのように作動する
かを示す。空気増幅器４９８のボディ５００は概ね、本体部材５０１と、調節可能コア５
１０と、ロックナット５１２からなる。加圧ガスは、圧縮期待導入口５０４から環状チェ
ンバ５１４へ流れる。そして、加圧ガスの流れは環状ギャップ５１６によって調節される
。これによって、いわゆるコアンダプロフィールに基づく高速の流れが発生し、この流れ
をマニホールド４６４に向けることができる。こうして吸気部５０２において低圧領域が
形成される。これにより、周囲からの高体積の環境空気を引き込み、増幅空気排出口５０
６を通過する高体積、高速出力流れを生成する。
【００９２】
　空気増幅器について特に好ましい実施形態は、ＮＥＸから購入可能なモデル４０００１
調節可能空気増幅器が挙げられる。ただしこれは、市場で入手可能なユニットが設けられ
ているステンレススチールロックナットが、ＰＶＤＦからなるロックナットに交換された
ものである。ステンレススチールをカバーし、化学物質にさらされないようにするために
、ＰＶＤＦナットが用いられている。他の実施形態では、空気増幅器の追加部材、または
空気増幅器全体は、ＰＶＤＦ、ＰＴＦＥ、および／または他の不活性物質からなってもよ
い。
【００９３】
　この点で、空気増幅器４９８の使用は多くの有利な点につながる。まず、空気増幅器４
９８によって、バルブ５２０の単純な調節によって必要に応じて加工チェンバ１８を隔離
する、または環境空気に連結しやすくなり、これによって空気増幅器４９８への通路を開
く、または閉鎖する。操作における開モードと閉モードとの切替は、このようなバルブ調
節によって非常に速く行われ、空気増幅器４９８は必要に応じて、実質的な環境空気の流
れを引き込む。特に、このような設計によって、他の閉チェンバ設計へ周囲環境から酸素
を引き込むことが容易になる。
【００９４】
　他の有利な点は、加工チェンバ１８から見て上流の空気増幅器の配置に関する。この上
流位置から空気の流れを引き込むことによって、単に加工チェンバ１８から下流の排出物
を引き込むことによって空気の流れを誘発する場合に比べて、より大きな制御度で道具１
０がチェンバ１８に入り込む環境空気の流速を制御する。単に下流排出物によって加工チ
ェンバ１８に引き込まれる空気の流れの均一さは、加工チェンバ内の事象によってはるか
に高い度合いの影響を受ける可能性がある。例えば、チャックが回転するｒｐｍ、処理媒
体がチェンバに導入される速度、回転ウェハのサイズ等が影響を受ける。これに対して、
上流空気増幅器によって生成される流れは、下流チェンバにおける事象によって概ね隔離
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され、したがってより均一になる。下流排出物のみが用いられるとき、加工の一貫性が損
なわれ得る。もちろん、空気増幅器を用いるとき、下流排出物をまだ引き込むことができ
る。しかしながら、チェンバを排出し、チェンバに環境空気を供給することを意図しない
多くの実施形態においてこのような排出物が用いられ得るので、このような排出物はより
適切なものであり得る。
【００９５】
　他の有利な点としては、生成された流れを放出する、または維持するために必要である
空気増幅部材のいかなる動きもない状態で空気の流れを生成し得る。これによって、動く
部材を有するハードウェアに関連する粒子を発生させるリスクを最小化できる。粒子汚染
の最小化が最もうまく行われているマイクロ電子部品作成が可能であるという点で、上記
構成は特に有利である。
【００９６】
　バルブ５２０は、ベルトボディ５２２と、増幅された空気流れを空気増幅器４９８から
マニホールド４６４に流し、バルブ調節によって開閉可能な管領域５２４と、増幅された
空気をバルブ５２０に入れる導入口５２６と、増幅された空気をバルブ５２０からマニホ
ールド４６４へ出す排出口５２８と、搭載タブ５０８とを有する。好ましくは、バルブ５
２０は、電力供給に不具合が発生したとき、下流加工チェンバ１８の周囲環境への露出が
ブロックされるように、通常は閉鎖されている。
【００９７】
　図１および２２～２６は、バリアプレート５６の形態の加工チェンバカバーと、バッフ
ル部材３４の形態の隣接する可動バリアとの間のギャップを横切るバリアを形成するため
に、流動ガスのカーテン５０をどのように用いることができるかをより詳細に示す。これ
らの図に示すように、バリアプレート５６の外周部と、バッフル部材３４の内側リム６８
との間にギャップ４８が存在する。周囲環境または他のソースからの酸素が加工チェンバ
１８から排出される加工品１２の処理等の操作において道具１０が閉モードで操作される
とき、酸素がこのギャップ４８を介して加工チェンバ１８に漏れることがないように、こ
のギャップ４８をブロックすることが望ましい。
【００９８】
　バッフル部材３４は、環状バッフルプレート５３６と、上側表面５３８と、下側表面５
４０と、内周部６８と、内側壁フランジ５４４と、外側壁フランジ５５０とを概ね備える
。本願譲受人の同時係属出願１および２に示されるタイプにおける対応するバッフルフー
ド（図示せず）におけるスナッピングを促進するために、フランジ５４４および５５０は
、溝５４６と５５２、およびテーパ型チップ５４８と５５４を有する。図１の排出ダクト
４０の開閉を行うために、バッフル部材３４を上下に動かすことができる。バッフル部材
３４の上下動作はまた、ウェハ１２の脱着を促進し得る。バッフル部材３４の内側リム６
８と、バリアプレート５６の側壁５６０との間に、ギャップ４８が存在する。典型的な例
では、このギャップの幅は約１／１６インチ（約１．６ｍｍ）である。
【００９９】
　ガス排出リングの形態の部材５２は、バリアプレート５６の側壁５６０においてガスの
環状カーテン５０を排出するために、所定位置のバッフル部材３４の上側表面５３８に設
けられる。部材５２は、パネル５６６と、リング５２を強化・固定するためにパネル５６
６から下方へ伸びるリム５６８とを概ね有している。ガス導入ノズル５７０は、導入開口
部５７２にねじ込まれる。窒素等の適切な加圧ガス源（図示せず）は、チュービング（図
示せず）または他の適切な配管によって流通可能なようにノズル５７０に連結される。加
圧ガスは、ノズル５７０を介して部材５２に導入される。そして、ガスはリング５２とバ
ッフルプレート５３６との間のプレナム５８０の周りで分配される。そして、バッフル部
材３４の内側リム６８に近接する環状ノズル５８６を通過するバリアプレート５６の側壁
５６０の面に向かって放射状かつ内側にガスが排出される。リング状部材５２をバッフル
部材３４のネジ開口部５７８に固定するために、ファスナー５８８は開口部５７４に嵌め
られる。図示するように、バッフルプレート５３６の全体にわたってネジ開口部５７８に
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はタップが設けられるが、これらはバッフルプレート５３６における一部分のみにおいて
タップが設けられてもよい。他の配置として、ファスナー５８８を受け入れるための深さ
を増加するために、内側側壁フランジ５４４を網羅するように開口部５７８にタップが設
けられてもよい。ファスナー位置のスペーサー５７６は、ファスナー５８８を駆動すると
き、パネル５６６を支持し、プレナム５８０の体積を維持する。環状ノズルの口における
スタンドオフ５８４は、ノズル幅の均一性を維持する。典型的な実施形態では、ノズル幅
は約５／１０００インチである。バッフルプレート５３６の上面は、プレナム５８０にお
ける体積を増加させるために、プレナム領域において減少される。バッフルプレート５３
６におけるショルダー５９０はまた、搭載用の部材５２の配置を行う。
【０１００】
　上記図面では、２つの独立して動く部材の間のギャップを横切ってシールを設けるため
に、どのようにしてガスカーテンそのものが用いられ得るかが示されている。上記図面の
場合、これらの動く部材はバリアプレート５６および部材５２である。代替の構成として
、図２７～３０は、動く部材の間の効果的なシールを形成するために、どのように物理的
接触を有するガスカーテンが用いられ得るかを示している。ガスと物理的方法との両方が
シーリングを達成するために用いられるという点では、シーリング方法は混成的である。
このような混成方法における１つの有利な点は、動く部材の間の製造許容範囲を緩和する
ことである。これは、１つ以上の領域において物理的シールの質を向上させるためにガス
カーテンが有効だからである。
【０１０１】
　具体的に、図２７～３０は、バリアプレート７００および可動バッフル部材７０２を含
む、動く部材という観点から、どのように混成シーリング方法が達成し得るかを示してい
る。バリアプレート７００および可動バッフル部材７０２についての代表的な実施形態が
、本願譲受人の同時係属出願１～４に記載されている。バリアプレート７００は、上側表
面７０６および下側表面７０８を備える環状ボディ７０４（図２７に模式的に示される部
分）を有する。
【０１０２】
　バリアプレート７００に含まれる吸引システムの一部として、環状ボディ７０４の外周
部７１２に近接する上面７０６において、環状トラフ７１０が形成される。吸引チャンネ
ル７１４は、環状ボディ７０４の下側表面７０８に配置されるポート７１６の間から、ト
ラフ７１０に対して開放状態にある対応するポート７１８へ伸びている。トラフ７１０の
頂上開口部を封止状態にするために、シールリング７２０はトラフ７１０の上の環状ボデ
ィ７０４に固定される。シールリング７２０は、任意の簡便な方法で環状ボディ７０４に
固定されてもよい。例としては、環状ボディ７０４の上面７０６におけるネジ穴に係合す
るファスナー７２４によってトラフ７１０にシールリング７２０を固定させる開口部の列
を有する。
【０１０３】
　シールリング７２０は、本願譲受人の同時係属出願１～４に示すように、スプレイバー
部材のための余地を作るために端部を規定するリングを通過するノッチ（図示せず）を備
えるように概ね環状に形成されている。さらに、トラフ７１０にアクセスするために配管
部材の排出口として機能する出口穴（図示せず）がシールリング７２０に設けられている
。これによって、トラフ７１０では真空状態となる。真空状態によって、下側表面７０８
から吸引チャンネル７１４を介してトラフ７１０へ液体物質が流入する。有利な点として
は、ペリメータ吸引によって、バリアプレート７００の底辺が清浄かつ乾燥状態に保たれ
、また、液滴または粒子から発生し得る下方加工品における不具合を防ぐことができる。
【０１０４】
　環状部材７３０は、バリアプレート７００に対して物理的に取り付けられ、バリアプレ
ート７００とバッフル部材７０２との間のギャップにわたって混成シールを形成する。部
材７３０は、リング状パネル７３４と、そこから下流に伸びるリム７３６とを有する。パ
ネル７３４は、吸引チュービングがバリアプレート７００にアクセスできるようにするた
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めに、通過部分として機能する比較的大きな開口部７４８を複数備えている。ファスナー
７２４を用いて、部材７３０をバリアプレート７００に固定するために、相対的に小さな
開口部７４０が用いられる。切り出し領域７４２は、本願譲受人の同時係属出願１～４に
記載されるように、特に、本願譲受人の同時係属出願３に記載されるように、スプレイバ
ーおよび関連する部材に適合するように部材７３０のための余地を作る。
【０１０５】
　リム７３６は、外側面７４４と、底面７４６と、内側面７４８を有する。下側表面は、
下方のバッフル部材７０２の傾斜に概ね沿うように角度がつけられる。しかしながら、ギ
ャップ７３２がシールされるとき、底面７４６は下方のバッフル部材７０２の表面に直接
接触しないことが好ましい。より好ましくは、約０．０００５から約０．０１インチの範
囲の厚さ、より望ましくは約０．００２から約０．００５インチの範囲の厚さを有するギ
ャップ７５２によって、底面７４６はバッフル部材７０２から分離される。底面７４６は
、圧縮可能なガスケット７５０を収容する環状溝７９４を有する。ギャップ７３２がシー
ルされるとき、ガスケット７５０はバッフル部材７０２に直接接触することが好ましく、
ギャップ７５２を維持しつつ、ある程度、少なくとも部分的に圧縮される。ガスケット７
５０の圧縮によって、部材の間に良好な物理的シールを形成することができる。代表的な
代替構成としては、可動バッフル部材７０２を上方に動かすことができ、かつ／または、
バリアプレート７００を下方に動かすことができ、これによってガスケット７５０の望ま
しい圧縮が可能となる。
【０１０６】
　部材７３０がバリアプレート７００に固定されるとき、内側表面７４８はバリアプレー
ト７００およびシールリング７２０に当接する。溝７５４におけるガスケット（図示せず
）によって、この界面において良好なシールが形成される。
【０１０７】
　少なくとも１つ、好ましくは複数のガス導入チャンネル７５６は、リム７３６を介して
伸びる。概ね、部材７３０の周りに実質的に等距離で分離されているこれらのチャンネル
を約２個から約１０個用いることが適切である。一実施形態では、このようなチャンネル
を４個用いることが適切である。ガスは、導入口７５８におけるチャンネル７５６に導入
され、排出口７６０を介して外に出る。ガスが直接下向きに噴き出されてバリアプレート
７００の下に位置する下方加工チェンバに流入しないように、チャンネルはギャップ７３
２よりもむしろ、概ねバッフル部材７０２に向けられる。部材７３０とバッフル部材７０
２との間のギャップ７５２の体積は、プレナムのような作用をし、ガスを分配し、ギャッ
プ７３２のシーリングを増強するガスバリアを形成する。
【０１０８】
　銅の表面を処理するために酸性化学物質が用いられる実験によって示されるように、混
成方法を用いることによってギャップ７３２のシールを向上することができる。実験セッ
トの１つにおいて、図２７および３０に示すようにリング状部材を用いて、バリアプレー
トと、隣接するバッフル部材との間のギャップを封止状態にする道具において、銅の表面
を処理するために化学物質が用いられる。ギャップ７３２におけるシールは物理的接触の
みを用いて形成されるとき、物理的接触およびガスの流れの両方を用いるシールと比較す
ると、銅の損失が高くなる。
【０１０９】
　全体として、ガスおよび物理的シーリング法の使用によって、銅損失を約１５％から２
０％へ低減することができる。銅金属は銅の酸化物よりも衝撃に対する耐性が高い傾向に
あり、銅は酸素が存在する場合により大きな程度で酸化する傾向にある。したがって、他
の同様の化学処理の間において銅損失が増加すると、これはより多くの酸素が存在してい
ることを示す。ガスを追い出すことによって加工チェンバの周囲環境酸素からの隔離を促
進するので、限定する意図はないが銅損失の低減が見込まれる。
【０１１０】
　特許、特許文献、および引用文献の完全な開示が、個別に含まれるのと同様に、全ての
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目的についてそのまま参照として含まれる。
【０１１１】
　本発明についての様々な修正および変更は、本発明の範囲および精神を逸脱しない程度
に当業者には明らかであろう。本発明は、本明細書に示される例示的実施形態および実施
例によって過度に限定されるものではなく、以下の請求項によってのみ限定される発明の
範囲のみに基づいて例示としてこのような実施例および実施形態が示されているというこ
とを理解するべきである。
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